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す
る
ほ
か
な
い
。
も
う
一
つ
は
非
発
掘
簡
に
関
す
る
情
報
公
開
で
あ

る
。
偽
造
簡
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
通
常
の
放
射
性
炭
素
年
代
で

す
ら
不
十
分
な
情
報
し
か
開
示
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
で
は

隣
接
分
野
の
研
究
者
に
す
ら
正
確
な
情
報
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
あ

る
か
ら
、
適
切
な
情
報
公
開
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

第
五
七
六
回　

一
一
月
一
三
日
（
水
）

　
　

秦
漢
時
代
の
法
律
文
書

東
洋
文
庫
研
究
員

東
京
学
芸
大
学
名
誉
教
授　

太　

田　
　

幸　

男　

　

私
が
担
当
し
た
の
は
、
秦
・
漢
両
時
代
の
簡
牘
の
う
ち
の
法
律
お

よ
び
法
律
関
係
文
書
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
と
り
あ
げ
た

の
は
『
雲
夢
秦
簡
（
睡
虎
地
秦
簡
）』
と
『
張
家
山
漢
簡
』
二
年
律
令

の
二
種
で
あ
る
。

　

当
日
配
布
し
た
資
料
は
、
大
別
し
て
次
の
三
種
類
で
あ
り
、
講
演

も
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
資
料
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
。

　

一
、
両
簡
牘
が
出
土
し
た
雲
夢
県
睡
虎
地
と
江
陵
県
（
い
ず
れ
も

湖
北
省
）
の
位
置
を
示
し
た
白
地
図
と
カ
ラ
ー
の
地
形
図
で
あ
る
。

　

二
、
両
簡
牘
の
概
略
的
説
明
文
。『
世
界
歴
史
大
系　

中
国
史
1
』

（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
の
四
七
六
〜
四
八
九
頁
に
私
の
執
筆

し
た
両
簡
牘
の
解
説
文
。

　

三
、
両
簡
牘
の
一
部
の
原
文
と
釈
文
。『
雲
夢
秦
簡
』
か
ら
二
種
類

三
点
、『
張
家
山
漢
簡
』
か
ら
一
点
。

　

雲
夢
県
睡
虎
地
郊
外
に
南
北
に
連
な
る
一
二
基
の
秦
墓
の
第
一
一

号
墓
の
棺
内
の
遺
骸
の
周
辺
か
ら
、
一
一
五
〇
点
あ
ま
り
の
竹
簡
が

発
見
さ
れ
た
。
断
簡
や
解
読
不
明
字
、
簡
と
簡
の
接
合
が
諸
説
あ
っ

て
い
ま
だ
定
説
の
な
い
箇
所
等
、
今
後
の
研
究
が
待
た
れ
る
点
も
あ

る
。
字
体
は
秦
隷
体
で
、
棺
内
に
は
竹
簡
が
種
類
ご
と
に
区
別
さ
れ

て
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
研
究
が
進
み
（
赤
外
線
を
あ
て

て
解
読
さ
れ
た
文
字
も
含
む
）、
現
在
ま
で
に
数
回
釈
文
や
解
読
文
が

出
さ
れ
て
い
る
。
発
見
さ
れ
た
棺
内
の
状
況
を
丁
寧
に
模
写
し
た
図

を
配
布
資
料
中
に
入
れ
た
が
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
検
討
し
た
結
果
、

簡
牘
は
次
の
一
〇
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。「
編
年
記
」「
語
書
」「
秦

律
十
八
種
」「
秦
律
雑
抄
」「
効
律
」「
法
律
答
問
」「
封
診
式
」「
為
吏

之
道
」「
日
書
甲
編
」「
日
書
乙
編
」。

　

こ
れ
ら
の
中
に
は
法
律
や
法
律
関
連
文
書
の
み
で
は
な
く
、
教
訓

書
、
占
卜
書
、
実
務
手
引
等
各
種
の
文
書
も
あ
り
、
墓
主
の
「
喜
」

（
姓
は
記
さ
れ
な
い
）
の
勤
務
上
必
要
な
文
書
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

一
〇
種
と
一
八
の
法
律
を
解
説
す
る
余
裕
は
と
て
も
な
か
っ
た
が
、

い
く
つ
か
の
項
目
に
つ
い
て
、
原
史
料
も
提
示
し
た
。

三
五
二
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「
編
年
記
」
は
、
同
竹
簡
整
理
小
組
に
よ
る
詳
細
な
注
が
つ
い
た
全

文
を
配
布
し
た
。
喜
が
生
ま
れ
る
三
〇
年
ほ
ど
前
の
前
四
世
紀
末
か

ら
喜
が
死
ん
だ
年
と
思
わ
れ
る
始
皇
五
年
ま
で
の
間
の
秦
国
の
年
表

（
項
目
は
大
部
分
が
秦
国
の
対
外
戦
争
で
の
成
果
の
項
目
）
を
ベ
ー
ス

に
し
て
、
そ
れ
に
喜
が
地
方
官
吏
と
し
て
働
き
、
ま
じ
め
に
仕
事
を

し
て
祖
国
に
貢
献
し
な
が
ら
出
世
し
て
い
っ
た
実
態
を
加
え
た
も
の

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
喜
の
遺
族
が
主
人
の
業
績
を
後
世
に
伝
え
、
地

下
に
行
っ
た
同
僚
達
に
も
伝
え
る
べ
く
作
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

こ
の
よ
う
な
年
表
は
他
に
見
た
こ
と
が
な
く
、
史
料
と
し
て
貴
重
な

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
「
法
律
答
問
」
も
ま
た
『
雲
夢
秦
簡
』
以
外
の
簡
牘
に
は
見
ら
れ
な

い
一
編
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
実
際
に
存
在
し
た
事
例
に
基
づ
い
て
、

法
律
の
ど
の
部
分
が
適
用
さ
れ
、
有
罪
か
無
罪
か
、
有
罪
の
場
合
の

量
刑
の
程
度
が
問
答
形
式
で
示
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
裁
判
事
例

に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
「
判
例
集
」

に
似
た
も
の
と
思
わ
れ
、
喜
も
判
事
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
編
を
写
し
取
っ
て
た
え
ず
参
照
し
て
い

た
か
も
し
れ
な
い
。
配
布
資
料
に
は
こ
の
編
か
ら
農
耕
地
に
関
す
る

二
点
の
文
を
選
ん
だ
。
一
つ
は
「
匿
田
」
と
い
う
、
役
人
が
農
民
が

耕
作
す
る
土
地
の
正
式
な
報
告
を
一
部
分
誤
っ
た
罪
の
処
理
に
関
す

る
問
答
、
も
う
一
つ
は
、
郷
部
か
ら
示
さ
れ
た
戸
毎
の
耕
地
の
境
界

を
示
す
封
（
も
り
つ
ち
）
を
農
民
が
勝
手
に
移
動
し
て
自
己
の
割
当

地
の
面
積
を
増
や
そ
う
と
し
た
罪
に
関
す
る
問
答
で
あ
る
。
後
者
の

問
答
は
、
農
民
に
戸
別
に
割
り
当
て
ら
れ
た
農
地
と
、
実
際
に
複
数

の
戸
に
よ
っ
て
共
同
耕
作
さ
れ
る
農
地
と
は
違
い
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
私
の
持
論
の
一
端
を
示
す
史
料
と
し
て
私
は
注
目
し
て

い
た
が
、
当
日
の
聴
衆
に
は
私
の
主
旨
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
か
、

関
心
が
な
か
っ
た
の
か
、
何
の
質
問
も
出
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ

た
。

　

次
に
『
張
家
山
漢
簡
』
に
つ
い
て
、
湖
北
省
荊
州
市
か
ら
約
二
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
張
家
山
は
漢
代
の
遺
跡
と
し
て

戦
後
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
こ
の
漢
墓
二
墓
か
ら
律
令
文
が
記
さ

れ
た
五
〇
〇
点
あ
ま
り
が
発
見
さ
れ
、
別
の
所
か
ら
「
二
年
律
令
」

と
墨
書
さ
れ
た
一
竹
簡
が
発
見
さ
れ
、
こ
の
律
令
は
内
容
の
検
討
の

結
果
、
前
一
八
六
年
、
す
な
わ
ち
呂
后
二
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
書

き
写
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
律
と
令
が
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て

お
り
、
全
体
が
二
八
律
、
令
（
令
は
一
点
の
み
）
と
な
っ
て
い
る
。

『
雲
夢
秦
律
』
よ
り
法
体
系
と
し
て
整
っ
た
内
容
を
持
ち
、
特
に
漢
代

の
爵
制
に
基
づ
い
た
体
系
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
田
律
」
中
の
芻
・
稿

の
収
取
に
関
す
る
規
定
の
部
分
を
配
布
資
料
中
に
入
れ
た
が
、
こ
の

律
令
は
一
文
が
長
く
、
充
分
時
間
を
と
っ
て
検
討
す
る
余
裕
が
な
く

終
わ
っ
た
の
が
残
念
で
あ
っ
た
。 

　

質
問
・
意
見
が
多
く
出
た
の
は
「
日
書
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
日

常
生
活
上
の
奇
怪
に
し
て
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
諸
現
象
と
そ
れ
ら
へ

三
五
三
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の
迷
信
的
対
応
策
を
述
べ
た
文
は
戦
国
時
代
〜
漢
代
の
簡
牘
に
多
く

見
ら
れ
、
当
時
の
役
所
に
住
民
の
要
求
に
応
え
る
べ
く
多
数
用
意
さ

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
配
布
資
料
に
住
居
に
ま
つ
わ
る
も
の
三
点

を
選
ん
だ
。
質
問
は
、
当
時
の
民
衆
が
身
の
廻
り
の
珍
現
象
に
恐
怖

心
を
抱
き
、
役
所
に
駆
け
込
む
の
は
分
か
る
が
、
対
応
す
る
役
人
ま

で
が
明
ら
か
な
迷
信
を
本
気
で
示
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
、

当
時
に
お
け
る
科
学
的
認
識
と
は
何
か
、
ま
で
議
論
は
進
ん
だ
。

　

第
五
七
七
回　

一
一
月
二
〇
日
（
水
）

　
　

漢
簡
が
伝
え
る
中
国
古
代
の
裁
判

東
洋
文
庫
研
究
員

中
央
大
学
名
誉
教
授　

池　

田　
　

雄　

一　

　

近
年
、
中
国
各
地
で
出
土
す
る
簡
牘
は
、
吏
人
の
墓
か
ら
の
出
土

が
少
な
く
な
く
、
生
前
の
業
務
に
関
連
す
る
律
令
や
行
政
文
書
が
大

量
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
伝
世
史
料
に
お
い
て
は
定
か

で
な
か
っ
た
、
中
国
古
代
の
律
令
制
社
会
の
詳
細
を
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
律
令
が
ど
の
よ
う
に

運
用
さ
れ
て
い
た
か
を
、
紀
元
前
、
秦
・
漢
初
の
裁
判
に
お
い
て
確

認
し
て
み
た
い
。

　

裁
判
は
、
些
末
な
庶
民
生
活
を
あ
か
ら
さ
ま
に
伝
え
、
社
会
史
と

し
て
も
興
味
深
い
が
、
裁
判
に
お
け
る
律
令
の
位
置
付
け
は
、
最
末

端
の
庶
民
の
日
常
と
律
令
と
の
接
点
を
知
る
上
で
貴
重
な
課
題
と
な

る
。

　

同
時
に
、
こ
の
律
令
の
整
備
は
、
紀
元
を
遡
る
中
国
古
代
に
あ
っ

て
、
数
千
万
に
上
る
人
々
（
前
漢
末
紀
元
二
年
の
人
口
は
、
五
九
五

九
万
四
九
七
八
人
。『
漢
書
』
地
理
志
）
を
統
治
す
る
上
で
、
軍
事
力

な
ど
の
威
圧
的
手
法
の
み
で
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ

た
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
る
。

　

伝
世
史
料
で
は
、
裁
判
を
支
え
る
律
令
（
刑
罰
法
規
）、
刑
書
が
早

く
か
ら
整
備
さ
れ
て
い
た
。
刑
書
の
整
備
は
、
春
秋
時
代
、
中
央
集

権
化
が
進
む
紀
元
前
六
世
紀
に
、
鄭
の
刑
鼎
（
前
五
三
六
年
）、
晋
の

刑
鉄
鼎
（
前
五
一
三
年
）、
鄭
の
竹
刑
（
前
五
〇
一
年
） 

な
ど
と
多
出

す
る
。
こ
れ
ら
刑
書
の
整
備
は
、
否
定
的
反
響
を
呼
ん
だ
鄭
の
刑
鼎

に
対
し
、
鄭
の
竹
刑
で
は
既
に
国
益
に
沿
う
（『
春
秋
左
氏
伝
』）
と

も
見
な
さ
れ
た
が
、
ま
た
刑
の
起
源
を
異
民
族
で
あ
る
苗
民
に
仮
託

す
る
（『
尚
書
』
呂
刑
）
言
辞
も
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
戦
国
秦
漢
時
代
に
か
け
て
は
、
李
悝
の
法
経
（
盗
律
・

賊
律
・
網
律
・
捕
律
・
雑
律
・
具
律
）、
劉
邦
の
法
三
章
、
蕭
何
の
九

章
律
と
刑
罰
法
規
の
継
承
が
伝
え
ら
れ
る
一
方
、
行
政
的
法
規
に
つ

い
て
は
、
蕭
何
の
九
章
律
中
の
三
律
（
戸
律
・
興
律
・
廐
律
）
を
知

る
程
度
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
簡
牘
で
は
、
戦
国
時
代
に
も
遡

三
五
四
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